
沼 津 市 林 地 台 帳 情 報 取 扱 要 領  

（ 平 成 31 年 ４ 月 １ 日 制 定 ）  

 

第 １  趣 旨  

１  沼 津 市 林 地 台 帳 情 報 の 取 扱 い に つ い て は 、 森 林 法 （ 昭 和 26 年 6 月 26 日 法

律 第 249 号 ）、 森 林 法 施 行 令 （ 昭 和 26 年 7 月 31 日 政 令 第 276 号 ）、 森 林 法 施

行 規 則 （ 昭 和 26 年 8 月 1 日 農 林 省 令 第 54 号 ）、 林 地 台 帳 制 度 の 運 用 に つ い て

（ 平 成 29 年 3 月 29 日 付 け 28 林 整 計 第 395 号  林 野 庁 長 官 通 知 ）、林 地 台 帳 制

度 の 運 用 上 の 留 意 事 項 に つ い て（ 平 成 29 年 3 月 29 日 付 け 28 林 整 計 第 400 号  

林 野 庁 森 林 整 備 部 計 画 課 長 通 知 ）、 沼 津 市 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 12 年 条 例

第 38 号 ）  に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 領 に よ る も の と す る 。  

２  沼 津 市 林 地 台 帳 情 報 の 取 扱 い に つ い て は 、 林 地 台 帳 及 び 地 図 運 用 マ ニ ュ ア

ル （ 平 成 29 年 3 月 30 日 付 け 8 林 整 計 第 407 号 林 野 庁 森 林 整 備 部 計 画 課 長 通

知 ）、 林 地 台 帳 及 び 地 図 整 備 マ ニ ュ ア ル （ 平 成 28 年 10 月 7 日 付 け 28 林 整 計

第 228 号 林 野 庁 森 林 整 備 部 計 画 課 長 通 知 ） に 配 慮 す る も の と す る 。  

 

第 ２  林 地 台 帳 情 報 の 定 義  

こ の 要 領 で 取 扱 い を 定 め る 沼 津 市 林 地 台 帳 情 報 （ 以 下 「 林 地 台 帳 情 報 」 と い

う 。） と は 、 森 林 法 第 191 条 の ４ で 規 定 さ れ た 次 に 定 め る 林 地 台 帳 及 び 林 地 台 帳

地 図 を い う 。  

(1) 林 地 台 帳  

森 林 法 第 ５ 条 に 規 定 す る 地 域 森 林 計 画 区 域 に お け る 、 土 地 の 所 有 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所 な ど 、 森 林 法 に 規 定 さ れ て い る 事 項 と 省 令 等 で 規 定 さ れ た

森 林 の 土 地 に 関 す る 情 報 を 「 地 番 」 を 単 位 と し 取 り ま と め た 帳 簿  

(2) 林 地 台 帳 地 図  

 林 地 台 帳 に 記 載 さ れ た 地 番 の 位 置 を 示 す 縮 尺 ５ 千 分 の １ の 森 林 の 土 地 に 関

す る 地 図  

 

第 ３  林 地 台 帳 情 報 の 備 え 付 け  

林 地 台 帳 情 報 は 、 農 林 農 地 課 に 備 え 付 け る も の と す る 。  

 

第 ４  林 地 台 帳 情 報 の 管 理  

林 地 台 帳 情 報 は 、 農 林 農 地 課 長 が 管 理 （ 以 下 「 管 理 者 」 と い う 。） す る 。  

 

第 ５  林 地 台 帳 情 報 の 公 表  

１  管 理 者 は 、 林 地 台 帳 情 報 の 備 え 付 け 所 に お い て 、 別 表 １ の 必 要 な 書 類 を 備



え 林 地 台 帳 情 報 の 閲 覧 の 申 請 が あ り 、 別 表 ２ の 書 類 に よ り 窓 口 に き た 人 の 本

人 確 認 が で き る 場 合 は 、 林 地 台 帳 情 報 を （ 公 表 す る こ と に よ り 個 人 の 権 利 利

益 を 害 す る も の そ の ほ か の 公 表 す る こ と が 適 当 で な い も の と し て 農 林 水 産 省

令 で 定 め る も の を 除 く 。） を 閲 覧 に よ り 公 表 す る も の と す る 。  

２  管 理 者 は 、 林 地 台 帳 情 報 を 公 表 す る 者 に 対 し 、 別 紙 １ の 周 知 事 項 を 口 頭 で

説 明 す る も の と す る 。  

 

第 ６  個 人 情 報 を 含 む 林 地 台 帳 情 報 の 情 報 提 供  

１  個 人 情 報 を 含 む 林 地 台 帳 情 報 の 提 供 は 、 法 令 等 に 基 づ く 場 合 を 除 き 、 次 の

利 用 目 的 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 と す る 。  

(1) 適 切 な 森 林 施 業 の 実 施  

(2) 森 林 施 業 の 集 約 化 に 資 す る 場 合  

２  管 理 者 は 、 林 地 台 帳 情 報 の 備 え 付 け 所 に お い て 、 別 表 ３ の 必 要 な 書 類 を 備

え 林 地 台 帳 情 報 提 供 依 頼 の 申 し 出 が あ り 、 そ の 利 用 目 的 が 前 項 の (1)又 は (2)

に 合 致 す る と と も に 、 次 の (1)か ら (3)の い ず れ か に 該 当 す る 者 と 認 め ら れ る

場 合 、こ れ を 承 認 し 、林 地 台 帳 情 報 に 記 載 さ れ た 事 項（ 原 則 全 て の 記 載 事 項 ）

の 複 製 の 提 供 を 行 う も の と す る 。  

ま た 、 次 の (4)に 該 当 す る 者 か ら 林 地 台 帳 情 報 に 記 載 さ れ た 事 項 （ 原 則 全 て

の 記 載 事 項 ） の 提 供 依 頼 が あ っ た 場 合 、 複 製 の 提 供 を 行 う も の と す る 。  

(1) 当 該 森 林 の 土 地 所 有 者 、 森 林 所 有 者 又 は 土 地 所 有 者 の 同 意 を 得 た 者 が 、

所 有 す る 森 林 の 区 域 の 複 製 の 提 供 を 希 望 し 、 以 下 の ア 、 イ 、 ウ の 全 て に 該

当 す る 場 合 。  

ア  申 請 者 が 、 次 の ① ・ ② ・ ③ の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

① 当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者  

② 当 該 森 林 の 土 地 の 森 林 所 有 者  

③ 当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者 又 は 森 林 所 有 者 か ら の 同 意 を 得 た 者 （ 森

林 の 施 業 又 は 経 営 の 委 託 を 受 け て い る 者 を 含 む 。）  

イ  申 請 者 が 、次 の ① 、② 、③ の い ず れ か の 書 類 を 提 示 又 は 提 出 す る こ と 。  

① 当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 提 示 及 び 所

有 地 番 を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

② 当 該 森 林 の 土 地 の 森 林 所 有 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 提 示 及 び 所

有 地 番 を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

③ 当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者 又 は 森 林 所 有 者 か ら の 同 意 を 得 た 者 は 、

本 人 と 確 認 で き る 資 料 の 提 示 、所 有 地 番 を 証 明 す る 書 類 及 び 委 任 状（ 参

考 1） や 受 委 託 契 約 書 の 写 し 等 同 意 を 確 認 で き る 書 類 の 提 出  

ウ  林 地 台 帳 情 報 の 提 供 に 係 る 留 意 事 項 に 同 意 す る 書 類 （ 様 式 ３ ） の 提 出  



( 2 )  当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 土 地 所 有 者 、 森 林 所 有 者 又 は 土 地 所 有 者 の 同

意 を 得 た 者 が 、所 有 す る 土 地 に 隣 接 す る 森 林 の 区 域 の 複 製 の 提 供 を 希 望 し 、

以 下 の ア 、 イ 、 ウ の 全 て に 該 当 す る 場 合  

ア  申 請 者 が 、 次 の ① 、 ② 、 ③ の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

① 当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 土 地 所 有 者  

② 当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 森 林 所 有 者  

③ 当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 土 地 所 有 者 又 は 森 林 所 有 者 か ら の 同 意 を 得

た 者 （ 森 林 の 施 業 又 は 経 営 の 委 託 を 受 け て い る 者 を 含 む 。）  

イ  申 請 者 が 、次 の ① 、② 、③ の い ず れ か の 書 類 を 提 示 又 は 提 出 す る こ と 。  

① 当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 土 地 所 有 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 掲

示 及 び 所 有 地 番 を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

② 当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 森 林 所 有 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 掲

示 及 び 所 有 地 番 を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

③ 当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 土 地 所 有 者 又 は 森 林 所 有 者 か ら の 同 意 を 得

た 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 資 料 の 提 示 、 所 有 地 番 を 証 明 す る 書 類 及 び

委 任 状（ 参 考 1）や 受 委 託 契 約 書 の 写 し 等 同 意 を 確 認 で き る 書 類 の 提 出  

ウ  林 地 台 帳 情 報 の 提 供 に 係 る 留 意 事 項 に 同 意 す る 書 類（ 様 式 ３ ）の 提 出 。  

(3) 当 該 森 林 の 土 地 の 所 在 地 の 属 す る 都 道 府 県 の 区 域 内 の 森 林 を 対 象 と す る

森 林 経 営 計 画 に 係 る 森 林 法 第 11 条 第 5 項 の 認 定 を 受 け た 森 林 所 有 者 又 は 森

林 所 有 者 の 同 意 を 得 た 者 が 、 県 内 の 森 林 の 区 域 の 複 製 の 提 供 を 希 望 し 、 以

下 の ア 、 イ 、 ウ の 全 て に 該 当 す る 場 合  

ア  申 請 者 が 、 次 の ① 、 ② の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

① 当 該 森 林 の 土 地 の 所 在 地 の 属 す る 都 道 府 県 の 区 域 内 の 森 林 を 対 象 と す

る 森 林 経 営 計 画 に 係 る 森 林 法 第 11 条 第 5 項 の 認 定 を 受 け た 森 林 所 有 者  

② 当 該 森 林 の 土 地 の 所 在 地 の 属 す る 都 道 府 県 の 区 域 内 の 森 林 を 対 象 と す

る 森 林 経 営 計 画 に 係 る 森 林 法 第 11 条 第 5 項 の 認 定 を 受 け た 森 林 所 有 者

の 同 意 を 得 た 者  

イ  申 請 者 が 、 次 の ① 、 ② の い ず れ か の 書 類 を 提 示 又 は 提 出 す る こ と 。  

① 当 該 森 林 の 土 地 の 所 在 地 の 属 す る 都 道 府 県 の 区 域 内 の 森 林 を 対 象 と す

る 森 林 経 営 計 画 に 係 る 森 林 法 第 11 条 第 5 項 の 認 定 を 受 け た 森 林 所 有 者

は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 提 示 及 び 対 象 森 林 が 存 在 す る 県 内 で 森 林

経 営 計 画 の 認 定 を 受 け て い る こ と を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

② 当 該 森 林 の 土 地 の 所 在 地 の 属 す る 都 道 府 県 の 区 域 内 の 森 林 を 対 象 と す

る 森 林 経 営 計 画 に 係 る 森 林 法 第 11 条 第 5 項 の 認 定 を 受 け た 森 林 所 有 者

の 同 意 を 得 た 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 提 示 及 び 委 任 状 （ 参 考 1）

や 対 象 森 林 が 存 在 す る 県 内 で 森 林 経 営 計 画 の 認 定 を 受 け て い る こ と を



証 明 す る 書 類 の 提 出  

ウ  林 地 台 帳 情 報 の 提 供 に 係 る 留 意 事 項 に 同 意 す る 書 類 （ 様 式 ３ ） の 提 出  

(4) 農 林 水 産 大 臣 又 は 当 該 森 林 の 土 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 県 知 事  

３  複 製 の 提 供 は 、 原 則 と し て 電 子 デ ー タ に よ り 行 う も の と す る が 、 管 理 者 が

認 め る 場 合 は 書 面 で 行 う こ と が で き る 。  

４  管 理 者 は 、 ２ 項 の 規 定 に よ り 個 人 情 報 を 含 む 林 地 台 帳 情 報 の 複 製 を 提 供 す

る 場 合 は 、 林 地 台 帳 情 報 の 提 供 に 係 る 留 意 事 項 を 説 明 し 、 申 請 者 に 留 意 事 項

に 同 意 す る 書 類 （ 様 式 ３ ） の 提 出 を 求 め る も の と し 、 複 製 を 印 刷 物 で 提 供 す

る 場 合 は 、 別 紙 ２ の 注 意 書 き を そ の 印 刷 物 に 表 示 す る も の と す る 。  

 

第 ７  林 地 台 帳 情 報 の 修 正 ・ 更 新  

１  管 理 者 は 、 林 地 台 帳 の 精 度 向 上 を 図 る た め 、 林 地 台 帳 情 報 の 修 正 ・ 更 新 を

行 う も の と す る 。  

 ２  管 理 者 は 、 林 地 台 帳 情 報 の 備 え 付 け 所 に お い て 、 別 表 ６ の 必 要 な 書 類 を 備

え 林 地 台 帳 情 報 の 修 正 の 申 し 出 が あ り 、 次 の (1)に 該 当 す る 者 と 認 め ら れ る 場

合 、 修 正 申 出 の 内 容 に も 基 づ き 、 別 表 ８ に よ り 修 正 を 行 う か 判 断 し 、 結 果 を

申 出 者 に 通 知（ 様 式 ５ ）す る と と も に 、別 表 ９ に よ り 修 正 を 行 う も の と す る 。  

(1) 当 該 森 林 の 土 地 所 有 者 、 森 林 所 有 者 又 は 土 地 所 有 者 の 同 意 を 得 た 者 が 、

所 有 す る 森 林 の 区 域 の 林 地 台 帳 の 修 正 申 し 出 を 申 請 し 、 以 下 の ア 、 イ の 全

て に 該 当 す る 場 合  

ア  申 請 者 が 、 次 の ① 、 ② の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

① 当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者  

② 当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者 の 同 意 を 得 た 者  

イ  申 請 者 が 、 次 の ① 、 ② の い ず れ か の 書 類 を 提 示 又 は 提 出 す る こ と 。  

① 当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 掲 示 及 び 修

正 事 項 を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

② 当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者 の 同 意 を 得 た 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書

類 の 掲 示 、委 任 状（ 参 考 1）等 同 意 を 確 認 で き る 書 類 の 提 出 及 び 修 正 事

項 を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

３  管 理 者 は 、森 林 の 土 地 の 所 有 者 届 書（ 森 林 法 第 10 条 の ７ の ２ ）の 受 理 後 に 、

届 出 書 の 記 載 内 容 に 従 い 、別 表 10 に よ り 林 地 台 帳 の 記 載 事 項 を 更 新 す る も の

と す る 。  

 ４  管 理 者 は 、国 土 利 用 法 の 届 出（ 国 土 利 用 計 画 法 第 23 条 第 1 項 ）に 関 す る 情

報 提 供 を 受 け た 場 合 は 、届 出 の 記 載 内 容 に 従 い 、別 表 11 に よ り 林 地 台 帳 の 記

載 事 項 を 更 新 す る も の と す る 。  

 ５  管 理 者 は 、 次 の (1)か ら (9)の 情 報 を 定 期 的 に 取 得 し 、 林 地 台 帳 の 記 載 事 項



を 修 正 ・ 更 新 す る も の と す る 。  

(1) 登 記 情 報 に よ る 更 新 (別 表 12 に よ る ) 

(2)  固 定 資 産 課 税 台 帳 情 報 に 基 づ き 、 登 記 簿 上 の 所 有 者 以 外 の 情 報 を 含 め 更 新 

(3) 地 籍 調 査 実 施 情 報 に よ る 更 新 (別 表 13 に よ る ) 

(4)  住 民 基 本 台 帳 情 報 に よ る 更 新 (別 表 14 に よ る ) 

(5)  境 界 の 明 確 化 に か か る 事 業 等 の 実 施 情 報 に よ る 更 新 (別 表 15 に よ る ) 

(6)  森 林 経 営 計 画 の 認 定 に よ る 更 新 (別 表 16 に よ る ) 

(7)  地 域 森 林 計 画 対 象 森 林 の 区 域 の 変 更 に よ る 更 新 (別 表 17 に よ る ) 

(8)  市 町 村 森 林 整 備 計 画 の 樹 立 ・ 変 更 時 の 更 新 (別 表 18 に よ る ) 

(9)  そ の 他 管 理 者 が 必 要 と 認 め る も の  

６  管 理 者 は 、 次 の (1)か ら (5)の 情 報 を 定 期 的 に 取 得 し 、 林 地 台 帳 地 図 の 情 報

を 更 新 す る も の と す る 。 (別 表 19 に よ る ) 

(1)  地 籍 調 査 成 果 に よ る 更 新  

(2) ５ 条 森 林 の 区 域 の 変 更 (編 入 ・ 除 外 等 )に よ る 更 新  

(3) 境 界 明 確 化 事 業 や 山 村 境 界 基 本 調 査 等 の 成 果 に よ る 更 新  

(4) 公 図 （ 不 動 産 登 記 法 第 14 条 ）、 地 番 図 （ 地 方 税 法 第 380 条 第 3 項 ） 等 の

林 地 台 帳 地 図 の 原 案 作 成 に 使 用 し た 地 図 に よ る 更 新  

(5) 管 理 者 が 必 要 と 認 め る も の  

 

附 則  

 １  こ の 要 領 は 、 平 成 31 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   



別 表 １ （ 第 ５ の １ 関 係 ）  

市 町 窓 口 に 来 た 者  申 請 に 必 要 な 書 類  

当 該 森 林 の 土 地 の

森 林 ま た は 土 地 所

有 者 本 人  

① 「 林 地 台 帳 閲 覧 申 請 書 」 （ 様 式 １ ）  

②  本 人 の 氏 名 ・ 住 所 が 確 認 で き る 書 類 （ 別 表 ２ ）  

当 該 森 林 の 土 地 の

森 林 ま た は 土 地 所

有 者 の 代 理 人  

① 「 林 地 台 帳 閲 覧 申 請 書 」 （ 様 式 １ ）  

②  委 任 状 （ 参 考 １ ） 、 代 理 人 選 任 届 等 （ 原 本 ）  

③  窓口に来た人の「氏名・住所」が確認できる書類（別表２）

 

別 表 ２ （ 第 ５ の １ 、 第 ６ の ２ (1)、（ 2） 及 び (3)、 第 ７ の ２ 関 係 ）  

本 人 確 認 書 類  

・ 運 転 免 許 証  

・ 写 真 付 き 住 民 基 本 台 帳 カ ー ド （ マ イ ナ ン バ ー カ ー ド ）  

・ そ の 他 公 的 機 関 が 発 行 し た 身 分 証 明 書  

 

別 表 ３ （ 第 ６ の ２ (1)及 び (2)関 係 ）  

市 町 窓 口 に 来 た 者  申 請 に 必 要 な 書 類  

当 該 森 林 の 土 地 の

森 林 ま た は 土 地 所

有 者 本 人  

① 「 林 地 台 帳 情 報 提 供 依 頼 申 出 書 」 （ 様 式 ２ ）  

② 「 林 地 台 帳 情 報 の 提 供 に 係 る 留 意 事 項 に つ い て 」 （ 様 式 ３ ）

③  所 有 地 番 を 証 明 す る 書 類 （ 別 表 ４ ）  

④  本 人 の 「 氏 名 ・ 住 所 」 が 確 認 で き る 書 類 （ 別 表 ２ ）  

※ 写 真 の な い も の は ２ 点  

当 該 森 林 の 土 地 の

森 林 ま た は 土 地 所

有 者 の 代 理 人  

① 「 林 地 台 帳 情 報 提 供 依 頼 申 出 書 」 （ 様 式 ２ ）  

②「 林 地 台 帳 情 報 の 提 供 に 係 る 留 意 事 項 に つ い て 」（ 様 式 ３ ）

③  所 有 地 番 を 証 明 す る 書 類 （ 別 表 ４ ）  

④  委 任 状 （ 参 考 １ ） 、 代 理 人 選 任 届 （ 原 本 ）  

※ 森 林 の 土 地 の 所 有 者 か ら 森 林 の 施 業 又 は 経 営 の 委 託 を

受 け て い る 者 が 申 し 出 す る 場 合 は 、委 託 を 受 け て い る こ と

を 証 明 す る 書 類（ 森 林 施 業 委 託 契 約 書 、森 林 経 営 委 託 契 約

書 等 、 所 有 者 本 人 と の 契 約 書 ）  

⑤  窓口に来た者の「氏名・住所」が確認できる書類（別表２）

※ 写 真 の な い も の は ２ 点  

 

  



別 表 ４ （ 第 ６ の ２ (1)及 び (2)関 係 ）  

所 有 地 番 を 証 明 す

る 書 類  

・ 申 出 に 係 る 森 林 の 土 地 登 記 事 項 証 明 書  

・ 納 税 通 知 書 の 写 し  

・ そ の 他 管 理 者 が 認 め る も の  

 

別 表 ５ （ 第 ６ の ２ (3)関 係 ）  

市 町 窓 口 に 来 た 者  申 請 に 必 要 な 書 類  

森 林 経 営 計 画 の 認

定 を 受 け て い る 森

林 組 合 や 林 業 事 業

体 等 の 担 い 手（ 森 林

計 画 の 認 定 森 林 所

有 者 ）  

① 「 林 地 台 帳 情 報 提 供 依 頼 申 出 書 」 （ 様 式 ２ ）  

②「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」（様式３） 

③  対 象 森 林 が 所 在 す る 県 内 で 森 林 経 営 計 画 の 認 定 を 受 け

て い る こ と の 証 明 書 （ 森 林 経 営 計 画 の 認 定 書 の 写 し ）  

④  窓口に来た者の「氏名・住所」が確認できる書類（別表２）

※ 写 真 の な い も の は ２ 点  

代 理 人  

① 「 林 地 台 帳 情 報 提 供 依 頼 申 出 書 」 （ 様 式 ２ ）  

②「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」（様式３） 

③  対 象 森 林 が 所 在 す る 県 内 で 森 林 経 営 計 画 の 認 定 を 受 け

て い る こ と の 証 明 書 （ 森 林 経 営 計 画 の 認 定 書 の 写 し ）  

④  委 任 状 （ 参 考 １ ） 、 代 理 人 選 任 届 等 （ 原 本 ）  

⑤  窓口に来た者の「氏名・住所」が確認できる書類（別表２）

※ 写 真 の な い も の は ２ 点  

※ 法 人 と し て 申 請 す る 場 合 は 、 上 記 の ほ か 、 当 該 法 人 の 名 称 ・ 所 在 地 等 が 確 認 で

き る 書 類 （ 会 社 ・ 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 ） と 、 窓 口 に 来 た 者 と 法 人 と の 関 係 が

確 認 で き る 書 類 （ 従 業 員 証 等 ）  

※ 相 続 人 と し て 申 請 す る 場 合 は 、 上 記 の ほ か 、 相 続 が 確 認 で き る 書 類 （ 遺 産 分 割

協 議 書 や 除 籍 ・ 戸 籍 謄 本 、 改 製 原 戸 籍 謄 本 等 ）  

 

別 表 ６ （ 第 ７ の ２ 関 係 ）  

窓 口 に 来 た 者  申 請 に 必 要 な 書 類  

当 該 森 林 の 土 地 所

有 者 本 人  

① 「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書」（様式４）

②  修 正 事 項 を 証 明 す る 書 類 （ 別 表 ７ ）  

③  本 人 の 「 氏 名 ・ 住 所 」 が 確 認 で き る 書 類 （ 別 表 ２ ）  

代 理 人  

 

① 「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書」（様式４）

②  修 正 事 項 を 証 明 す る 書 類 （ 別 表 ７ ）  

③  委 任 状 （ 参 考 １ ） 、 代 理 人 選 任 届 等 （ 原 本 ）  

④  窓口に来た者の「氏名・住所」が確認できる書類（別表２）



別 表 ７ （ 第 ７ の ２ 関 係 ）  

修 正 事 項 を 証 明 す

る 書 類  

・ 登 記 事 項 証 明 書  

・ 売 買 契 約 書  

・ 遺 産 分 割 協 議 書 、  

・ 贈 与 契 約 書  

・ そ の 他 管 理 者 が 認 め る も の  

 

別 表 ８ （ 第 ７ の ２ 関 係 ）  

判 断 情 報  林 地 台 帳  林 地 台 帳 地 図  

登 記 事 項 証 明 書  

【 修 正 の 判 断 】  

「 登 記 簿 上 の 所 有 者 」 欄 の

「 登 記 年 月 日 」よ り 新 し い 年

月 日 の 場 合  

【 修 正 の 判 断 】  

地 籍 調 査 終 了 箇 所 で 、分 合 筆

さ れ た 場 合（ 分 筆 登 記 の 図 面

等 が 添 付 さ れ た 場 合 ）  

【 修 正 事 項 】  

「 登 記 簿 上 の 所 有 者 」 及 び

「 現 に 所 有 し て い る 者 」欄 の

所 有 者 名 等 を 変 更 す る  

【 修 正 事 項 】  

修 正 事 項 は「 地 番 表 示 」と「 地

図 境 界 」。境 界 は 登 記 に 基 づ

く 電 子 デ ー タ を 入 手 し た 後

に 変 更  

売 買 契 約 書 ・ 遺 産 分

割 協 議 書 ・ 贈 与 契 約

書 等  

【 修 正 の 判 断 】  

「 現 に 所 有 し て い る 者 」欄 の

「 届 出 年 月 日 ・ 記 載 年 月 日 」

よ り 新 し い 年 月 日 の 場 合  

【 修 正 の 判 断 】  

（ 誤 記 載 以 外 は 修 正 し な い ）

【 修 正 事 項 】  

「 現 に 所 有 し て い る 者 」欄 の

所 有 者 名 等 を 変 更 す る  

【 修 正 事 項 】  

境 界 は 修 正 し な い（ 小 班 の 一

部 の み が 売 買 さ れ て い た 場

合 、 都 道 府 県 に 情 報 提 供 す

る ）  

 

  



別 表 ９ （ 第 ７ の ２ 関 係 ）  

林 地 台 帳 記 載 項 目   修 正 申 出 に よ る 更 新 方 法  

現 に 所 有 し て い る

者 、 所 有 者 と み な さ

れ る 者  

氏 名 ・ 名 称  

修 正 申 出 に 基 づ き 所 有 者 氏 名 （ 法 人 の 場 合

は 名 称 ） を 修 正 す る 。 （ 登 記 事 項 証 明 証 に

よ る 場 合 は 登 記 の 所 有 者 も 修 正 ）  

住 所  修 正 申 出 に 基 づ き 所 有 者 住 所 を 記 載 す る 。

共 有  修 正 申 出 に 基 づ き 共 有 の 有 無 を 修 正 す る 。

記 載 事 由  「 所 有 者 本 人 に よ る 修 正 申 出 」を 記 載 す る 。

届 出 年 月 日 ・

記 載 年 月 日  
修 正 の 通 知 日 を 記 載 す る 。  

 

別 表 10（ 第 ７ の ３ 関 係 ）  

林 地 台 帳 記 載 項 目   届 出 書 記 載 事 項 に よ る 更 新 方 法  

現 に 所 有 し て い る

者 ・ 所 有 者 と み な さ

れ る 者  

氏 名 ・ 名 称  
届 出 人 の 氏 名 （ 法 人 の 場 合 は 名 称 ） を 記 載

す る 。  

住 所  届 出 人 の 住 所 を 記 載 す る 。  

共 有  
持 分 割 合 が 記 載 さ れ て い る 場 合 、 共 有 と し

て 「 有 」 を 記 載 す る 。  

記 載 事 由  「 森 林 の 土 地 の 所 有 者 届 出 」 を 記 載 す る 。

届 出 年 月 日 ・

記 載 年 月 日  
届 出 書 の 届 出 日 を 記 載 す る 。  

 

別 表 11（ 第 ７ の ４ 関 係 ）  

林 地 台 帳 記 載 項 目   届 出 書 記 載 事 項 に よ る 更 新 方 法  

現 に 所 有 し て い る

者 ・ 所 有 者 と み な さ

れ る 者  

氏 名 ・ 名 称  
権 利 取 得 者 の 氏 名 （ 法 人 の 場 合 は 名 称 ） を

記 載 す る 。  

住 所  修 正 申 出 に 基 づ き 所 有 者 住 所 を 記 載 す る 。

記 載 事 由  
「 国 土 利 用 計 画 法 第 23 条 第 1 項 の 規 程 に よ

る 届 出 」 を 記 載 す る 。  

届 出 年 月 日 ・

記 載 年 月 日  
届 出 書 の 届 出 日 を 記 載 す る 。  

 

  



別 表 12（ 第 ７ の ５ (1)関 係 ）  

林 地 台 帳 記 載 項 目   届 出 書 記 載 事 項 に よ る 更 新 方 法  

所 在  

所 在 ・ 地 番  

分 合 筆 に 伴 う 登 記 が 発 生 し た 際 、 「 登 記 所

在 」 に 示 さ れ て い る 所 在 で 記 載 内 容 を 書 き

換 え る 。 （ 登 記 種 類 に よ り 、 台 帳 追 加 ・ 削

除 等 、 適 宜 台 帳 更 新 を 行 う 。 ）  

地 目  

地 目 変 更 登 記 が 発 生 し た 際 、 「 登 記 地 目 」

に 示 さ れ て い る 地 目 で 記 載 内 容 を 書 き 換 え

る 。  

面 積 （ ha）  

分 合 筆 ・ 地 積 更 正 に 伴 う 登 記 が 発 生 し た 際

に 「 登 記 地 積 」 に 示 さ れ て い る 日 付 で 記 載

内 容 を 書 き 換 え る 。  

登 記 簿 上 の 所 有 者  

氏 名 ・ 名 称  
「 権 利 者 」 に 示 さ れ て い る 所 有 者 名 で 記 載

内 容 を 書 き 換 え る 。  

住 所  
「 権 利 者 」 に 示 さ れ て い る 所 有 者 の 住 所 で

記 載 内 容 を 書 き 換 え る 。  

共 有 の 有 無  

「 権 利 者 」 に 示 さ れ て い る 持 分 割 合 が １ 分

の １ 以 外 の 場 合 に 記 載 内 容 を 「 有 」 に 書 き

換 え る 。  

登 記 年 月 日  
「 登 記 年 月 日 」 に 示 さ れ て い る 日 付 で 記 載

内 容 を 書 き 換 え る 。  

 

別 表 13（ 第 ７ の ５ (3)関 係 ）  

林 地 台 帳 記 載 項 目  地 籍 調 査 成 果 に よ る 更 新 方 法  

地 籍 調 査  
済 ・ 未 済  

「 済 」 を 記 載 す る 。 既 に 「 未 済 」 が 記 載 さ

れ て い る 場 合 は 「 済 」 に 書 き 換 え る 。  

実 施 年 月 日  地 籍 調 査 の 実 施 日 を 記 載 す る 。  

現 に 所 有 し て い る

者 ・ 所 有 者 と み な さ

れ る 者  

氏 名 ・ 名 称  
地 籍 簿 に 基 づ き 所 有 者 氏 名 （ 法 人 の 場 合 は

名 称 ） を 修 正 す る 。  

住 所  地 籍 簿 に 基 づ き 所 有 者 住 所 を 記 載 す る 。  

共 有  
地 籍 簿 に 基 づ き 共 有 の 有 無 を 修 正 す る 。 共

有 者 名 を 記 録 す る 。  

記 載 事 由  「 地 籍 調 査 」 を 記 載 す る 。  

届 出 年 月 日 ・

記 載 年 月 日  

更 新 対 象 の 行 に 地 籍 調 査 の 実 施 日 を 記 載 す

る 。  



別 表 14（ 第 ７ の ５ (4)関 係 ）  

林 地 台 帳 記 載 項 目  住 民 基 本 台 帳 に よ る 更 新 方 法  

現 に 所 有 し て い る

者 ・ 所 有 者 と み な さ

れ る 者  

氏 名 ・ 名 称  住民基本台帳に基づき所有者氏名を修正する。

住 所  住民基本台帳に基づき所有者住所を記載する。 

記 載 事 由  「 住 民 基 本 台 帳 」 を 記 載 す る 。  

届 出 年 月 日 ・

記 載 年 月 日  
更 新 対 象 の 行 に 更 新 日 を 記 載 す る 。  

 

別 表 15（ 第 ７ の ５ (5)関 係 ）  

林 地 台 帳 記 載 項 目  事 業 成 果 に よ る 更 新 方 法  

境 界 の 確 定 に 資 す

る 測 量  

済 ・ 未 済 ・ 一

部 未 済  

測 量 の 実 施 状 況 に 応 じ て 「 済 」 又 は 「 一 部

未 済 」 を 記 載 す る 。 既 に 「 未 済 」 が 記 載 さ

れ て い る 場 合 は 「 済 」 又 は 「 一 部 未 済 」 に

書 き 換 え る 。  

実 施 年 月 日  測 量 事 業 の 実 施 日 を 記 載 す る 。  

現 に 所 有 し て い る

者 ・ 所 有 者 と み な さ

れ る 者  

氏 名 ・ 名 称  
調 査 結 果 に 基 づ き 所 有 者 氏 名 （ 法 人 の 場 合

は 名 称 ） を 修 正 す る 。  

住 所  調 査 結 果 に 基 づ き 所 有 者 住 所 を 記 載 す る 。

共 有  
調 査 結 果 に 基 づ き 共 有 の 有 無 を 修 正 す る 。

共 有 者 名 を 記 録 す る 。  

記 載 事 由  「 境 界 に 係 る 測 量 事 業 」 を 記 載 す る 。  

届 出 年 月 日 ・

記 載 年 月 日  

更 新 対 象 の 行 に 測 量 事 業 の 実 施 日 を 記 載 す

る 。  

 

別 表 16（ 第 ７ の ５ (6)関 係 ）  

林 地 台 帳 記 載 項 目  森 林 経 営 計 画 の 認 定 情 報 に よ る 更 新 方 法  

森 林 経 営 計 画 の 認

定 状 況  

認 定 の 有 無  更 新 対 象 の 行 に 「 有 」 を 記 載 す る 。  

認 定 者 の 種 類

更 新 対 象 の 行 に 認 定 権 者 に 応 じ て 「 市 町 村

長 」 /「 都 道 府 県 知 事 」 /「 農 林 水 産 大 臣 」

の い ず れ か を 記 載 す る 。  

認 定 年 月  
更 新 対 象 の 行 に 森 林 経 営 計 画 認 定 書 の 認 定

年 月 を 記 載 す る 。  

 

  



別 表 17（ 第 ７ の ５ (7)関 係 ）  

変 更 内 容   林 地 台 帳 の 更 新 内 容  

除 外  
５ 条 森 林 か ら の 除 外 に よ り 林 地 台 帳 の 対 象 外 と な る た め 当 該 林

地 の 行 を 削 除 す る 。  

編 入  
５ 条 森 林 へ の 編 入 に よ り 新 た に 林 地 台 帳 の 対 象 と な る た め 当 該

林 地 の 行 を 追 加 す る 。  

分 班  

林 地 の 地 番 に 対 す る 林 小 班 番 号 が 追 加 ・ 変 更 と な る た め 、 林 小

班 関 連 情 報 に 当 該 林 小 班 番 号 の 行 を 追 加 ・ 変 更 し 、 記 載 事 項 を

適 宜 修 正 す る 。  

統 合  

林 地 の 地 番 に 対 す る 林 小 班 番 号 が 削 除 と な る た め 、 林 小 班 関 連

情 報 の 当 該 林 小 班 番 号 の 行 を 削 除 し 、 統 合 さ れ 保 存 す る 行 の 記

載 事 項 を 適 宜 修 正 す る 。  

 

別 表 18（ 第 ７ の ５ (8)関 係 ）  

変 更 内 容   林 地 台 帳 の 更 新 内 容  

除 外  
５ 条 森 林 か ら の 除 外 に よ り 林 地 台 帳 の 対 象 外 と な る た め 当 該 林

地 の 行 を 削 除 す る 。  

編 入  
５ 条 森 林 へ の 編 入 に よ り 新 た に 林 地 台 帳 の 対 象 と な る た め 当 該

林 地 の 行 を 追 加 す る 。  

分 班  

林 地 の 地 番 に 対 す る 林 小 班 番 号 が 追 加 ・ 変 更 と な る た め 、 林 小

班 関 連 情 報 に 当 該 林 小 班 番 号 の 行 を 追 加 ・ 変 更 し 、 記 載 事 項 を

適 宜 修 正 す る 。  

統 合  

林 地 の 地 番 に 対 す る 林 小 班 番 号 が 削 除 と な る た め 、 林 小 班 関 連

情 報 の 当 該 林 小 班 番 号 の 行 を 削 除 し 、 統 合 さ れ 保 存 す る 行 の 記

載 事 項 を 適 宜 修 正 す る 。  

 

別 表 19（ 第 ７ の ６ 関 係 ）  

取 得 情 報   林 地 台 帳 地 図 の 修 正 ・ 更 新 内 容  

地 籍 調 査 成 果  
・ 地 番 の 記 載 事 項 ・ 表 示 位 置 の 修 正  

・ 地 番 境 界 の 修 正 ・  

５ 条 森 林 の 区

域 の 変 更  

【 編 入 】  

・ 林 小 班 番 号 、 林 小 班 境 界 、 関 連 す る 地 番 及 び 地 番 境 界 の 追 加  

【 除 外 】  



・ 林 小 班 番 号 、 林 小 班 境 界 、 関 連 す る 地 番 及 び 地 番 境 界 の 削 除  

【 分 班 や 統 合 に よ る 変 更 】  

・ 林 小 班 番 号 、 林 小 班 境 界 の 修 正  

境 界 明 確 化 事

業 等 の 成 果  
・ 地 番 の 表 示 位 置 の 変 更  

公 図 、地 番 図 等  ・ 関 連 す る 地 番 及 び 地 番 境 界 の 修 正 ・ 更 新  



別 紙 １  

林 地 台 帳 情 報 閲 覧 （ 複 製 ） 申 請 者 周 知 事 項  

 

○  林 地 台 帳 情 報 は 、 森 林 の 土 地 の 所 有 権 等 の 権 利 関 係 の 確 定 に 資 す る も の で

は な い こ と 。  

○  林 地 台 帳 情 報 は 、 森 林 の 土 地 の 境 界 の 確 定 に 資 す る も の で は な い こ と 。  

○  林 地 台 帳 情 報 は 、 森 林 の 土 地 の 売 買 等 の 証 明 資 料 と し て 用 い る こ と は で き

な い こ と 。  

○  提 供 を 受 け た 林 地 台 帳 情 報 の 情 報 は 申 出 書 に 記 載 し た 使 用 目 的 以 外 に は 利

用 で き な い こ と 。  

○  提 供 を 受 け た 林 地 台 帳 情 報 の 情 報 を 申 出 者 以 外 の 者 に 提 供 し て は な ら な い

こ と （ 法 人 に よ る 申 出 の 場 合 に は 、 内 部 利 用 は 可 。）。  

 

別 紙 ２  

林 地 台 帳 情 報 複 製 注 意 書 き  

 

林 地 台 帳 の 場 合  

 「 こ の 林 地 台 帳 は 、 所 有 権 等 土 地 に 関 す る 諸 権 利 、 所 有 界 、 面 積 等 を 証 明 す

る も の で は な い 。 ま た 、 情 報 （ 所 有 者 名 等 ） は 、 現 況 と 異 な る 場 合 が あ る 。」 

 

林 地 台 帳 地 図 の 場 合  

「 こ の 林 地 台 帳 図 は 所 有 権 等 土 地 に 関 す る 諸 権 利 、 所 有 界 、 面 積 に つ い て 証

明 す る も の で は な い 。」  



（様式１） 

 

林 地 台 帳 閲 覧 申 請 書  

年  月  日  

沼津市長 殿 

住所 

法人にあっては、名 

申請者                      印 

称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

次の森林の土地に関する林地台帳の記載事項及び森林の土地に関する地図を閲覧した

いので、下記のとおり申請します。  

記 

閲覧しようとする

森林の土地の所在

及び地番 

番号 市 町 大 字 字 地番 

１     

２     

３     

     

台帳記載事項の利

用目的 

 

閲覧しようとする

情報の種類 

 

留意事項 □以下の事項を了承する。  

・林地台帳及び地図は、森林の土地の所有権等の権利関

係の確定に資するものではないこと  

・林地台帳及び地図は、森林の土地の所有の境界の確定

に資するものではないこと  

・林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料

として用いることはできないこと  

・林地台帳及び地図の閲覧により得た情報は申請書に記

載した利用目的以外には利用できないこと  

・林地台帳及び地図の閲覧により得た情報を申請者以外

の者に提供してはならないこと（法人による申請の場

合は、内部利用は可） 

備考  

注意事項 

１ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

２ 台帳の利用目的欄には、「森林施業の実施」、「対象となる森林の確認」等と具

体的に記載すること。 

３ 閲覧しようとする情報の種類は、「林地台帳」、「森林の土地に関する地図」、

或いは「林地台帳及び森林の土地に関する地図」と記載すること。 

４ 地番が特定されない場合においては、字単位等での申請を行うこともできる。 

５ 法人による申請の場合であって、代表者以外の者が窓口での閲覧申請を行う

場合、備考欄に閲覧者の氏名・住所を記載する。 

 



（様式２）  規則第 104条の３第１項の申出書の様式（告示様式） 

 

林地台帳情報提供依頼申出書 

年  月  日  

沼津市長 殿 

住所 

法人にあっては、名 

申出者                      印 

称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

次の森林の土地について林地台帳に記載された事項の提供を受けたいので、森林法施行

令第10条の規定により申し出ます。 

記 

森 林 の 土 地 の 所 

在及び地番 

番号 市 町 大 字 字 地番 

１     

２     

３     

     

林地台帳に記載さ

れた事項の使用目

的 

 

備考  

注意事項 

１ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

２ 森林の土地の所在及び地番欄は、番号欄の番号に対応して、一筆の土地ごと

に記載すること。 

３ 台帳に記載された事項の使用目的欄は、申出者以外の者に係る森林の土地に

ついて林地台帳に記載された事項の提供を求める場合に記載することとし、

「申出者が所有する共有林の施業を行うための他の共有者の氏名及び住所の

把握」、「申出者が所有する森林の施業の実施に必要な境界確認のための隣接

地の所有者の氏名及び住所の把握」、「森林経営計画の対象森林の拡大のため

の森林の土地の所有者の氏名及び住所の把握」などと具体的に記載すること。 

４ 申出に当たっては、当該森林の土地の登記事項証明書、森林の施業又は経営

の受委託の契約書、森林経営計画及びその認定書その他の森林法施行令第 10

条第１号から第３号までに掲げる者のいずれかであることを証明する書面を

添付すること。 

５ 備考欄には、法人による申出の場合であって、代表者以外の者が申出書を持

参するときには、当該申出書を持参した者の氏名、住所及び連絡先を記載する

こと。また、市町村から林地台帳に記載された事項の提供を受けるに当たり、

希望する提供の方法があれば記載すること。 

６ 林地台帳に記載された事項は、森林の土地の権利を確定するものではなく、

各種証明資料に使用することはできないことに留意すること。 



（様式３） 

 

林地台帳情報の提供に係る留意事項について 

申出により提供することとした林地台帳情報について、その取扱いに当たっては、以下

の点について十分留意願います。 

 

 

（申出者記載欄） 

 

沼津市長 殿 

 

林地台帳情報の提供を受けるに当たって、上記の留意事項を同意します。 

 

年  月  日 

 

住所 

法人にあっては、名 

申出者 氏名                   印 

称及び代表者の氏名 

電話番号 

留意事項 ・林地台帳及び地図は、森林の土地の所有権等の権利関係の

確定に資するものではないこと。 

・林地台帳及び地図は、森林の土地の境界の確定に資するも

のではないこと。 

・林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料とし

て用いることはできないこと。 

・提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申出書に記載した

使用目的以外には利用できないこと。 

・提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の者に

提供してはならないこと（法人による申出の場合には、内部

利用は可。）。 

備考  



（様式４）規則第104条の５の申出書の様式（告示様式） 

 

林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書  

年  月  日  

沼津市長 殿 

住所 

法人にあっては、名 

申請者                      印 

称及び代表者の氏名 

電話番号 

次の森林の土地に係る林地台帳又は森林の土地に関する地図に記載の漏れ又

は誤りがあつたので、森林法第 191 条の６第１項の規定により申し出ます。 

 

森林の土地の所在及び地番 

市   町 

大字   字   地番 

郡   村 

修正を求める事項  

修正を求める理由  

備考  

注意事項 

１ 修正を求める森林の所在する市町村ごとに提出すること。 

２ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

３ 修正を求める事項欄には、林地台帳又は森林の土地に関する地図において、

修正を求める事項及び修正内容を記載すること。 

４ 修正を求める理由欄には、「相続のため」、「所有者の転居のため」、「土地

の合筆・分筆のため」など具体的に記載すること。 

５ 申出に当たっては、申出者が当該申出に係る森林の土地の所有者であるこ

とを証する書面を添付すること。 



（様式５） 

 

（修正をすることとした場合） 

林地台帳情報の修正申出検討結果通知書 

番  号 

年 月 日 

○○○○○ 殿 

（修正申出者の氏名又は名称） 

沼津市長 〇〇〇〇〇 印 

 

○○年○○月○○日付けで、貴殿から申出のあった森林法第 191 条の６第１項

に規定する修正申出については、下記のとおり修正することとしたので同条第３

項の規定に基づき通知する。 

記 

森林の土地の所在及び地番  

修正を行う事項  

 

 

（修正しないこととした場合） 

林地台帳情報の修正申出検討結果通知書 

番  号 

年 月 日 

○○○○○ 殿 

（修正申出者の氏名又は名称） 

沼津市長 〇〇〇〇〇 印 

 

○○年○○月○○日付けで、貴殿から申出のあった森林法第 191 条の６第１項

に規定する修正申出については、下記のとおり修正をしないこととしたので同条

第４項の規定に基づき通知する。 

記 

森林の土地の所在及び地番  

修正を行わないこととした理由  

 



（参考１） 

 

委  任  状 

 

 

年 月 日  

 

 

（土地所有者・森林所有者） 住所 

 

氏名        印 

 

 

 私は、（委任する者の氏名）を代理人と定め、私が所有する下記の森林の

土地について、林地台帳情報の提供に係る申請を委任します。 

 

 

記 

 

 

市町  

大字  

地番  

 

 

 

 

 


